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成
18
年
6
月
1
日
か
ら
、
す
べ

　
　
て
の
住
宅
に
住
宅
用
火
災
報
知

器
の
設
置
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
新
築
住
宅
、
既
存
住
宅
と
も
に
、

平
成
18
年
6
月
1
日
か
ら
義
務
づ
け

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
既
存
住
宅
に
つ

い
て
は
、
平
成
23
年
5
月
31
日
ま
で

に
設
置
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
設
置
場
所
に
つ
い
て
は
、
西
胆
振

消
防
組
合
火
災
予
防
条
例
に
よ
っ
て
、

寝
室
と
寝
室
が
あ
る
階
の
階
段
に
必

ず
設
置
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
消
防
法
で
設
置
が
、
義
務

づ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
煙
感
知
器
で

す
。
台
所
に
は
熱
感
知
器
を
設
置
さ

れ
る
と
よ
り
安
心
で
安
全
で
す
。

　
　
建
住
宅
、
共
同
住
宅
、
マ
ン
シ

　
　
ョ
ン
、
長
屋
住
宅
、
社
宅
な
ど

が
あ
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
共
同
住
宅
、
マ
ン
シ
ョ

ン
な
ど
で
、
消
防
法
の
規
制
に
よ
り

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
や
自
動
火
災

報
知
設
備
の
感
知
器
が
取
付
け
ら
れ

て
い
る
場
所
は
設
置
す
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
階
段
、
廊
下
、

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
ホ
ー
ル
、
機
械
室
な

ど
共
同
部
分
は
設
置
の
対
象
と
は
な

り
ま
せ
ん
。

　
　
の
農
作
業
時
期
が
近
づ
き
、
お

　
　
忙
し
い
こ
と
と
存
じ
ま
す
が
、

近
頃
無
届
け
に
よ
る
火
入
れ
な
ど
が

行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ

ま
す
。

　
焼
畑
な
ど
の
火
入
れ
を
行
う
際
に

は
次
の
事
項
を
守
り
、
火
入
れ
地
付

近
で
の
誤
解
を
生
じ
る
こ
と
な
く
安

全
に
作
業
を
行
わ
れ
ま
す
よ
う
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

１
．
害
虫
駆
除
、
焼
畑
、
開
墾
準
備
、

採
草
地
の
改
良
、
地
ご
し
ら
え
な
ど

の
面
的
な
火
入
れ
を
行
う
場
合
に
は
、

火
災
予
防
上
の
観
点
か
ら
、
あ
ら
か

じ
め
消
防
へ
「
火
災
と
ま
ぎ
ら
わ
し

い
煙
、
ま
た
は
火
災
を
発
生
す
る
恐

れ
の
あ
る
行
為
等
」
の
届
け
出
（
電

話
可
）
が
必
要
で
す
。

２
．
火
入
れ
を
行
う
７
日
前
ま
で
に

役
場
へ
申
請
が
必
要
で
す
。

３
．
火
入
れ
を
行
う
場
合
に
は
場
所
、

気
象
条
件
、
方
法
な
ど
の
条
件
が
あ

り
ま
す
の
で
詳
細
に
つ
い
て
は
、
役

場
ま
た
は
洞
爺
湖
消
防
署
ま
で
問
合

せ
く
だ
さ
い
。

消
防
だ
よ
り

洞爺湖消防署(　76-2119)・温泉分署(　73-1119)・洞爺支署(　87-2119)・『火災・救急・救助119番』

４
月
の
広
報
テ
ー
マ

「
住
宅
防
止
対
策
の
推
進
」

　
統
一
標
語

「
火
の
し
ま
つ

　
　
　
君
が
し
な
く
て
　

　
　
　
　
　
　
　
誰
が
す
る
」

2
月
の

●
火
災
件
数
　
１
件

●
救
急
件
数
　
3 2
件

住
宅
用
火
災
報
知
機
を
つ
け

ま
し
た
か
？

設
置
義
務
対
象
建
物

春

平

戸

設置時期
新築
住宅 平成18年6月1日(施行)

概存
住宅

各市町村条例により、原則として平成20年5

月31日、遅くとも平成23年5月31日までを期

限として、設置の完了期日が定められます。

新法令は新築・概存を問わず設置が義務づけられますが、概存住宅への設置は各市町村条例により、原則
として平成20年5月31日、遅くとも平成23年5月31日までを期限として、設置の完了期日が定められます。

平成18年6月1日(施行) 平成20年5月31日(施行から2年後) 平成23年5月31日(施行から3年後)

新築住宅への設置

概存住宅への設置 概存住宅への設置完了期日は市町村条例によって定められます。

概存住宅の設置時期は市町村の所轄でご確認ください。

３階建て
●寝室：1Ｆのみ　　●寝室：2Ｆのみ　　　●寝室：3Ｆのみ

3Ｆ

2Ｆ

1Ｆ

3Ｆ

2Ｆ

1Ｆ

3Ｆ

2Ｆ

1Ｆ

3Ｆ

2Ｆ

1Ｆ

3Ｆ

2Ｆ

1Ｆ

3Ｆ

2Ｆ

1Ｆ

3Ｆ

2Ｆ

1Ｆ

階段

階段

階段

階段

階段

階段

階段

階段

階段

階段

階段

階段

階段

階段

階段

階段

階段

階段

居室

居室

寝室

居室

寝室

居室

寝室

居室

居室

●寝室：1Ｆ・2Ｆ　　　　●寝室：1Ｆ・3Ｆ　　

●寝室：2Ｆ・3Ｆ　　●寝室：1Ｆ・2Ｆ・3Ｆ　　

居室

寝室

寝室

寝室

居室

寝室

寝室

寝室

居室

寝室

寝室

寝室

階段

階段

階段

1

1

2

2

1

1

1

2

2

1

1

2

1

1

2

3

12

3

12

4

1

※1

※1

※3 ※1,※3

設 置 例
警報器

1

寝室　　　　　　居室　　　　　居室

１階建て

２階建て

●寝室：1Ｆのみ　 　●寝室：2Ｆのみ　 　●寝室：1Ｆ・2Ｆ　　

1

1

212

1

階段　居室　 居室

階段　居室　 寝室 階段　居室　 居室

階段　寝室　 居室 階段　寝室　 居室

階段　居室　 寝室

2Ｆ

1Ｆ

2Ｆ

1Ｆ

2Ｆ

1Ｆ
※1 ※1

火
入
れ
前
に
は
必
ず

　
届
出
を
し
ま
し
ょ
う
。

　４月20日～４月30日まで「春の火災予防運動」

として午後７時にサイレンを

吹鳴します。火災とお間違え

のないようにご注意願います。

春の火災予防運動
ー サイレンが鳴りますよ！－
春の火災予防運動


